
牛廻間地区計画計画書    平成 13 年 5 月 15 日決定 東郷町告示第 31 号 

 

名   称 牛廻間地区計画 

位   置 東郷町大字和合字牛廻間地内 

面   積 約 11.1ｈａ 

 

地区計画の

目標 

 本地区は日進市と隣接する本町の北端にあり、名古屋市と豊田市を結ぶ国道

153 号バイパス線沿道に位置する交通条件に恵まれた区域である。 
 区域内では土地改良事業により整備された道路網を核として低層住宅を主体

とした良好な居住環境が形成されつつある。しかし、地区住民の利用に供する身

近な公園が不足しており、また、狭小幅員、行止りといった問題を抱えた道路が

一部でみられ、今後解決すべき課題となっている。 
 したがって、本計画は、地区施設の計画的な誘導を図り、良好な住環境の形成

をめざす。 

 

土地利用の

方針 

 質の高い低層住宅地としての土地利用と国道１５３号バイパス線沿道として

の利便性の活用を図るため、次の方針により土地利用を誘導する。 

① 低層住宅地区 

低層専用住宅を基本とする良好な居住環境を備えた住宅市街地の形成を図る。

② 沿道地区 A 

隣接する低層住宅専用地区の居住環境に配慮しながら、一定の利便施設の立地

を許容した住宅地として利用を図る。 

③ 沿道地区 B 

幹線道路沿道としての特性を活かし、沿道立地型の商業・サービス施設用地と

して利用を図る。 

地区施設の

整備方針 

 既存の道路等を有効に活かしながら、健全かつ良好な住宅市街地を形成するた

め、区画道路等の改善を確実に進めるとともに、地区住民の利用に供する身近な

公園の整備を行う。 
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建築物等の

整備の方針 
 良好な居住環境の形成を図るため、建築物の用途の制限を定める。 

種 類 名  称 幅  員 延  長 備  考 
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道 路 

道路 12 号 

道路 13 号 

道路 14 号 

６．０ｍ 
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約１０５ｍ 

約１５０ｍ 
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名  称 面        積 備  考 

公 園 

公園１号 

公園２号 

公園３号 

公園４号 

約１，６５０㎡ 

約１２０㎡ 

約１１０㎡ 

約２８０㎡ 

新 設 

新 設 

新 設 
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名  称 面        積 備  考 
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規 

模 

公共空

地 転回場 約３０㎡ 新 設 
名
称 ① 低層住宅地区 ② 沿道地区Ａ ③ 沿道地区Ｂ 地

区
の
細
区
分

面
積 約 8.2ha 約 0.7ha 約 2.2ha 
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 次の各号に掲げる建築

物は建築してはならない。

１ 公衆浴場 

 

 次の各号に掲げる建築

物は建築してはならない。

１ 公衆浴場 

２ 風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に関

する法律（昭和２３年法

律第１２２号。以下「風

営法」という。）第２条

第６項第５号で定める

物品を販売する店舗 
３ 工場（建築基準法施行

令（昭和２５年政令第３

３８号。以下「令」とい

う。）第１３０条の６で

定めるものを除く。） 

４ ホテル又は旅館 

５ ボーリング場、スケー

ト場、水泳場その他これ

らに類する令第１３０

条の６の２で定める運

動施設 

６ 自動車教習所 

７ 畜舎 

 

 次の各号に掲げる建築

物は建築してはならない。

１ 公衆浴場 

２ 風営法第２条第６項

第５号で定める物品を

販売する店舗 
３ 工場（令第１３０条の

６ で 定 め る も の を 除

く。） 

４ ホテル又は旅館 

５ ボーリング場、スケー

ト場、水泳場その他これ

らに類する令第１３０

条の６の２で定める運

動施設 

６ 自動車教習所 

７ 畜舎 

８ マージャン屋、ぱちん

こ屋、射的場、勝馬投票

券発売所、場外車券売場

その他これらに類する

もの 

９ カラオケボックスそ

の他これに類するもの 

   「区域および地区の細区分、地区施設の配置は、計画図表示のとおり」 
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